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地方議会活性化シンポジウム2020

プログラム
１４：３０ 開会・総務省挨拶 総務大臣 武田 良太

１４：３５ 基調講演 「Ｓociety5.0と地方議会の活性化」

宍戸 常寿 氏 （東京大学大学院法学政治学研究科教授）

１５：３５ 休 憩

１５：４５ パネルディスカッション 「アフターコロナと地方議会－その運営のあり方と多様な人材の参画－」

コーディネーター 只野 雅人 氏 （一橋大学大学院法学研究科教授）

パネリスト 佐々木 志津子 氏 （新潟県見附市議会議員）

勢一 智子 氏 （西南学院大学法学部教授）

中崎 和久 氏 （岩手県葛巻町議会議長）

古川 綾 氏 （福島県磐梯町議会議員）

吉田 栄光 氏 （福島県議会議員） ※五十音順

１７：１０ 質疑応答

質問者 丸山 裕次郎 氏 （宮崎県議会議長）

川上 幸博 氏 （島根県出雲市議会議長）

稲田 忠則 氏 （熊本県益城町議会議長）

１７：３０ 閉 会
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地方議会活性化シンポジウム2020

宍戸 常寿 氏

東京大学大学院法学政治学研究科教授

｢Society5.0と地方議会の活性化｣

基調講演
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Society5.0と
地方議会の活性化

2020/11/20
地方議会活性化シンポジウム2020

東京大学大学院法学政治学研究科教授
宍戸常寿
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1 はじめに
2 デジタル化と今後の地方制度
3 政治プロセスの構成
4 地方議会の意義と可能性
5 地方議会の現状と課題
6 地方議会・議員の具体的なあり方の選択
7 地方議会の権限・活動方法
8 むすびに
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1 はじめに

シンポジウムの開催趣旨から
住民ニーズや地域課題の多様化・複雑化
人口減少社会の進展による地域の経営資源の制約
地方議会の代表機能の強化
多様な層の住民の議会参画の意義
今般の新型コロナウイルス感染症が提起した課題
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1 はじめに

地方議会のあり方をめぐる議論の積み重ね
地方議会のあり方に関する研究会（2014年）
地方議会に関する研究会（2015年）
第31次地方制度調査会（2016年）
地方議会・議員に関する研究会（2017年）
町村議会のあり方に関する研究会（2018年）
第32次地方制度調査会（2020年）
地方議会・議員のあり方に関する研究会（2020年）
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https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chihogikai_giin/index.html
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1 はじめに

デジタル化の進展や新型コロナウイルス感染症拡大などを
踏まえ、
政治プロセスの構成という抽象的な視点を立てつつ、
地方議会の活性化のための論点について検討する
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2 デジタル化と今後の地方制度

Society5.0
サイバー空間とフィ
ジカル空間の融合
経済成長と社会的課
題解決の両立
SDGsとの結びつき

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
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https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/houan_wg/dai2/gijisidai.html
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2 デジタル化と今後の地方制度

第32次地方制度調査会答申「2040年頃から逆算し顕在化する諸課題
に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申

基本的な認識
• 2040年頃にか
けて顕在化す
る変化・課題

• 新型コロナウ
イルス感染症
のリスク・課
題

• 目指すべき地
方行政の姿

地方議会

• 基本的な考え
方

• 議員のなり手
不足に対する
検討の方向性

• 今後の検討の
方向性

地方行政のデジタル化

公共私の連携

地方公共団体の広域連携
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2 デジタル化と今後の地方制度

人口構造やインフラ・空間の変化と課題
技術の進展、ライフコースや価値観の変化・多様化、大規模災害
のリスク
新型コロナウイルス感染症のリスク・課題
社会のデジタル化による対応

行政だけではなく議会も、「地域の未来予測」等を活用し、変化やリ
スクへの対応に役割を果たすことが求められるのではないか
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3 政治プロセスの構成

政治プロセス（政治権力）の構成
一枚岩で均質的な「国民」や「住民」は観念し得ない
現代社会の複雑化・多様化・グローバル化を調和させつつ、社
会を維持発展させることが政治プロセスの任務
政治家、公務員、企業・団体、市民の公共的な活動の適切な連
関
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3 政治プロセスの構成

憲法による政治プロセスのデザイン
政治プロセスの目標と限界（公共の福祉・人権）
構成員間のコミュニケーションと参加の保障
代表機関としての議会を組織
公職者の説明責任の確保
正統性と責任の連鎖の制度化

14



3 政治プロセスの構成

政治プロセスの構成から見た地方自治制度
マクロな政治プロセスを、地方の政治プロセスと中央の政治プロセス
へと分化
垂直的権力分立（団体自治）
身近な公共的サービスに、より参加が可能な政治プロセス（住民自
治）
議会と長の二元代表制

地方議会の活性化を考えるときも立ち戻る必要
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4 地方議会の意義と可能性

議会・議員の役割一般（最判平成9・9・9民集51巻8号3850頁）
「憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国会は、国民の間に存す
る多元的な意見及び諸々の利益を、その構成員である国会議員の自由な討論
を通して調整し、究極的には多数決原理によって統一的な国家意思を形成す
べき役割を担うものであり、国会がこれらの権能を有効、適切に行使するた
めに、国会議員は、多様な国民の意向をくみつつ、国民全体の福祉の実現を
目指して行動することが要請されているのである。」

「質疑等は、多数決原理による統一的な国家意思の形成に密接に関連し、こ
れに影響を及ぼすべきものであり、国民の間に存する多元的な意見及び諸々
の利益を反映させるべく、あらゆる面から質疑等を尽くすことも国会議員の
職務ないし使命に属するものであるから、質疑等においてどのような問題を
取り上げ、どのような形でこれを行うかは、国会議員の政治的判断を含む広
範な裁量にゆだねられている」
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4 地方議会の意義と可能性

地方議会と国会の対比
議院内閣制と首長制
両院制と一院制
選挙制度は一様でなく政党化のあり方や程度も様々

中央とは異なる、住民・議会・長の相互作用により代表と参加を実
現することが可能
地方議会の具体的なあり方は制度設計と運用に柔軟に開かれており、
地方公共団体の規模や地域の実情を踏まえた取り組みが可能
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5 地方議会の現状と課題

地方議会の現状
住民の関心・投票率の低下と無投票当選の増加
性別・年齢構成等で議員の多様性が不足
人口減少社会において、住民ニーズや地域課題が多様化・
複雑化して、議会の役割は増している

地方議会・議員のあり方に関する研究会報告書の整理
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5 地方議会の現状と課題

「民主主義の学校」である地方議会の現状と課題は、
政治プロセス全体の現状と課題そのもの

議会の存在意義と多様な層の住民が参画する意義
議会がその重要な役割を十分に果たすためには、多様な層の
住民から選出された議員で構成される必要がある
住民にとって納得感のある合意形成を進めていくためには、
議会の意思決定に住民の多様な意見を反映させることが重要
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5 地方議会の現状と課題

これまでの取組
住民参加（議会モニター、政策サポーター、意見交換の場づくり、主
権者教育、情報発信の強化）
多様性の確保（女性模擬議会、ハラスメント対策、欠席事由の整備、
旧姓使用）

地方議会・議員みずから主権者教育を強化すべきでないか
議会のデジタル化を進めるべきでないか
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総務省主権者教育等に関する調査（2019年）

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei15_02000239.html
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https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/142/mext_00558.html
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5 地方議会の現状と課題

デジタル技術を用いた地方議会の活動の公開
議員活動のオープンデータ化

地方議会を通じた、地方行政や地方のあり方のデータの公開や
分析
「地域の未来予測」の活用

地方議会の活動自体のデジタル化
オンラインでの委員会・本会議審議
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6 地方議会・議員の具体的なあり方の選択

議会の位置付け、議員の職務等を法律で規定すべきとの要望
抽象的レベル
政治倫理・規範レベル
より具体的な位置付け・職務？
議会と住民、議会と長の関係、政治プロセス全体での議会の位置付け
に関わる
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町村議会のあり方に関する研究会報告書（2018年）

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/choson_gikai/index.html
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https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/c-gikai_giin_kenkyu/index.html
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6 地方議会・議員の具体的なあり方の選択

議会の位置付け、議員の職務・身分の検討に当たっては、
現在の議会と議員の実情を踏まえつつも、その延長線上でのなり手の
確保にとらわれずに、
政治プロセスの構成という視点から、どのような議会のあり方が地方
において求められているのか、あるべき姿からの整合的な検討が必要
ではないか
各々の地方公共団体・議会、現状と課題を共通する地方公共団体・議
会での自主的な選択がまずは望まれるのではないか
国は実効的な選択肢を用意することが望まれるのではないか

27



7 地方議会の権限・活動方法

多様化・複雑化する住民のニーズ、地域課題を的確に捉え
る機能の向上
住民参加と多様性の拡大はこの場面でも望まれる
全国・他の地域との比較や、中長期的に地域の課題を捉える機
能の向上も必要

公共私の連携の本来的な結節点としての議会
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7 地方議会の権限・活動方法

長との関係の整理と重点
「競争」：少数専門型？
「補完」：多数参画型？
「統制」：中間選挙的な運用？

デジタル化における住民自治の中心としての議会活動
これらの観点から議会や議員が住民からの適正な評価を受
けるしくみ
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7 地方議会の権限・活動方法

EU行動計画 2020-2024」
(EU議会・理事会共同政策文書・2020年3月25日)

 行動方針
I. 個人を保護しその力を高め
る
II. 柔軟かつ包摂的な民主的
社会を建設する
III. 人権と民主主義のための
グローバルなシステムを促
進する
IV. 新しいテクノロジー：機
会を活用し課題に取り組む
V. 共同作業による達成

デジタルテクノロジーは人間中心でなければならない。新しいテクノロジーは、次の
ようにして、人権と民主主義の保護と促進に重大な貢献をなし得る。公共的な参加を
より容易かつ実効的なものとすることによって、公共サービスへのアクセスを増大さ
せることによって、侵害と濫用の記録を容易にすることによって、そしてオンライン
の運動を手助けすることによって。しかしながら、これらのテクノロジーは特定の違
法なコンテンツへのアクセスを容易にするなどの消極的な影響を持ちうるものであり、
それに対応しなければならない。

A. キャパシティ・ビルディングと実
効的な監視

B. 人工知能を含むデジタルテクノロ
ジーを利用した人権と民主主義の促進
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8 むすびに

議会は、地域の多様な民意を集約し、団体意思を決定する機能や政策を形成する機能、執行機関
を監視する機能を担っており、民主主義・地方自治に欠かすことのできない住民を代表する合議制
の機関として、独任制の長にはない存在意義がある。
住民ニーズや地域課題が多様化・複雑化する一方、経営資源が制約される中にあって、広い見地

から個々の住民の利害や立場の違いを包摂する地域社会のあり方を議論する議会の役割がより重要
になる。各議会においては、「地域の未来予測」を十分活用するなど、地域における変化・課題を
見通しながら、目指す未来像について住民の共通理解を醸成することが求められる。
その上で、経済的・社会的つながりが深い地方公共団体の議会間においても連携を進め、交流を

通じて相互に理解を深め、広域的な視点で課題認識を共有することが重要である。さらには、共通
する地域課題に関する共同研修や専門人材の共同活用等を通じて、広域連携による議会の専門性の
向上を図ることが有用である。
議会がその重要な役割を十分に果たすためには、議会が多様な層の住民から選出された議員に

よって構成される必要がある。とりわけ、住民にとって納得感のある合意形成を進めていくために
は、議会の意思決定に住民の多様な意見を反映させることが重要になる。今後、議会の機能をより
発揮しやすくするためには、各議会において多様な層の住民の参画をより一層促すことが求められ
ており、議会の運営上の工夫を講じることを含め、議会の自主性を発揮していくことが望まれる。

第32次地方制度調査会答申
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ご清聴ありがとうございました。
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地方議会活性化シンポジウム2020

パネルディスカッション

福島県磐梯町議会議員

新潟県見附市議会議員

福島県議会議員

佐々木 志津子 氏
西南学院大学法学部教授

パネリスト

勢一 智子 氏
中崎 和久 氏
古川 綾 氏
吉田 栄光 氏

岩手県葛巻町議会議長

只野 雅人 氏 一橋大学大学院法学研究科教授コーディネーター

アフターコロナと地方議会
－その運営のあり方と多様な人材の参画－
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地方議会活性化シンポジウム2020

パネルディスカッションの進め方
15:50頃～16:30頃まで

 各パネリストから自己紹介等
 今般のコロナ禍において、各地方議会・議員がどのような課題に直面し、どのよう
に対応してきたか、また、今後の課題等について意見交換

前 半

 アフターコロナを見据えた地方議会の運営のあり方や、多様な人材の地方議会へ
の参画の可能性等について意見交換

16:30頃～17:10頃まで

質疑応答

 都道府県議会議長、市議会議長、町村議会議長各１名とパネリストの質疑応答

後 半

17:10頃～17:25頃まで
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地方議会活性化シンポジウム2020

パネルディスカッション（質疑応答）
質問者

宮崎県議会議長丸山 裕次郎 氏

島根県出雲市議会議長川上 幸博 氏

稲田 忠則 氏 熊本県益城町議会議長
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地方議会活性化シンポジウム2020

パネルディスカッション レジュメ

新潟県見附市議会議員

佐々木 志津子 氏
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＜新型コロナウイルス感染症への対策・見附市での取り組み＞ 

・傍聴席及び議場や委員会室の不特定多数が触れる箇所の消毒作業

・議場においては、議長席と演壇席に飛沫防止のためアクリル板を設置

・委員会においては、議員の傍聴を自粛、執行部席も間隔をあけ密集を回避

・会議時間が長引く場合は適時休憩を入れた

・議場傍聴席を間引き（57席を 32 席（うち記者席 6 席）に削減）

・傍聴者へマスクの着用、間隔をあけての着席を周知

・庁舎入口で検温をし、発熱や咳のある方はご遠慮いただくよう周知

・ホームページ上でも傍聴席は間隔をあけての着席となることを周知、インターネット中継で、本

会議や委員会が視聴できることを周知

〔今後の課題について〕 
 議員や事務局職員または関係者が感染、濃厚接触者になった場合の具体的な対応策について検討

が必要である。 

＜行政視察の受け入れ及び、議員の行政視察の実施について＞
当面の間、県外の行政視察受け入れを見合わせている。 

他自治体への行政視察も受け入れ同様に実施していない。 

また、今年度の県外行政視察の予算を減額補正した。 

再開については、今後の状況を見ながら判断していく。 

新潟県見附市議会 

佐々木議員 提出資料１ 
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見附市議会会議規則（昭和４１年見附市議会規則第１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（欠席の届出） （欠席の届出） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 議員は、出産のため   

  出席で

きないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届

を提出することができる。 

２ 議員は、疾病、看護、介護、出産、出産の立会い、

育児、忌引、災害その他やむを得ない理由により出席で

きないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届

を提出することができる。 

（欠席の届出） （欠席の届出） 

第９０条 （略） 第９０条 （略） 

２ 委員は、出産のため   

  出席で

きないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席

届を提出することができる。 

２ 委員は、疾病、看護、介護、出産、出産の立会い、

育児、忌引、災害その他やむを得ない理由により出席で

きないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席

届を提出することができる。 

新潟県見附市議会 

佐々木議員 提出資料２ 
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地方議会活性化シンポジウム2020

パネルディスカッション レジュメ

勢一 智子 氏
西南学院大学法学部教授
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出典の注記がない資料は、第32次地方制度調査会
・第33回専門小委員会（令和２年３月４日）
・第35回専門小委員会（令和２年３月30日）
配布資料より抜粋、一部加工

多様な地方議会と議員のなり手不足の状況

西南学院大学 勢一 智子
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町村 都道府県

人口分布
166人～
　52,081人

5万人
未満

5万人～ 10万人～ 20万人～ 30万人～ 40万人～
50万人
以上

指定都市
570,824人～

　13,637,346人

団体数
（市区内構成比）

927団体
273団体
（33.5％）

255団体
（31.3％）

156団体
（19.1％）

46団体
（5.6％）

28団体
（3.4％）

22団体
（2.7％）

15団体
（1.8％）

20団体
（2.5％）

47団体

12.0 17.4 20.9 25.7 31.3 36.7 39.5 46.3 59.1 57.2

992 1,939 3,343 5,447 7,896 9,416 11,244 13,540 23,264 47,528

定例会 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 3.8 3.8

臨時会 2.7 1.4 1.1 1.0 0.8 0.9 0.7 0.8 0.5 0.5

42.8 80.9 90.0 95.3 94.1 98.4 94.9 107.2 112.7 111.4

通年会期制
（法102条の２）

24団体 4団体 3団体 0団体 2団体 0団体 0団体 0団体 0団体 1団体

通年議会
（法102条２項）

30団体 4団体 9団体 3団体 3団体 2団体 3団体 0団体 2団体 0団体

全体件数 87.7 110.6 116.1 128.2 148.0 167.7 164.8 135.1 241.4 233.6

［長提出］ ［81.0］ ［102.2］ ［106.5］ ［116.2］ ［134.2］ ［150.8］ ［148.3］ ［122.8］ ［216.1］ ［199.3］

［議員･委員会提出］ ［6.7］ ［8.4］ ［9.6］ ［12.0］ ［13.8］ ［16.9］ ［16.5］ ［12.3］ ［25.3］ ［34.3］

常任委員会
2.4

〈10団体〉
2.9 3.2 3.8 4.0 4.5 4.5 5.2 5.7 5.8

議運委員会
1

〈19団体〉
1 1 1 1 1 1 1 1 1

特別委員会
2.9

〈125団体〉
3.5

〈15団体〉
3.4

〈21団体〉
3.5

〈7団体〉
4.3

〈3団体〉
4.0

〈4団体〉
3.6 5.0 6.0 3.7

〈6団体〉

2.5 4.5 5.9 8.5 13.0 16.2 18.2 20.1 34.2 40.3

年間平均会期日数（日/年）

年間平均
議案件数
（件/年）

議会事務局平均職員数（人）

市区

定例会等
平均開催数

（回/年）
※通年会期等採用

団体を除く

人口区分等

通年会期等
採用団体数

平均議員定数（人）

団体区分

議員一人当たりの
平均住民数（人）

委員会

平均設置数
※設置団体平均

〈非設置団体数〉

出典：【人 口】住民基本台帳人口（市区については平成30年12月31日現在、都道府県及び町村については平成30年1月1日現在）
【議員定数】第13回都道府県議会提要（H27.7.1現在）、市議会議員定数に関する調査結果（H30.12.31現在） 、第64回町村議会実態調査結果の概要（H30.7.1現在）
【委員会数】第13回都道府県議会提要（H27.7.1現在）、市議会の活動に関する実態調査結果（H30.12.31現在）、第64回町村議会実態調査結果の概要（H30.7.1現在）
【事務局職員数】第13回都道府県議会提要（H27.7.1現在）、市議会議員の属性に関する調（R1.7.1現在）、第64回町村議会実態調査結果の概要（H30.7.1現在）
【そ の 他】第13回都道府県議会提要（H26.1.1～12.31)、市議会の活動に関する実態調査結果（H30.1.1～12.31）、第64回町村議会実態調査結果の概要（H29.1.1～H29.12.31）

地方議会の運営の実態
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		人口区分等 ジンコウ クブン トウ		人口分布 ジンコウ ブンプ		166人～
　　　52,081人 ニン ニン		5万人
未満 ニン ミマン		5万人～ マンニン		10万人～ マンニン		20万人～ マンニン		30万人～ マンニン		40万人～  マンニン		50万人
以上 マンニン イジョウ		指定都市 シテイ トシ		570,824人～
　13,637,346人 ニン ニン

				団体数
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出所：総務省「地方選挙結果調」等を基に作成。 （本調査は、統一地方選挙の際に実施したもの）
注１：第１回、第２回統一地方選挙の際は調査を実施せず。
注２：市については、東京都特別区を除く。
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（％）

出所 ： 総務省「地方選挙結果調」等を基に作成。（本調査は、統一地方選挙の際に実施したもの）
注：昭和22年の市区町村議選の内訳は調査していない。
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（参考）平成３１年統一地方選挙 投票結果

うち
期日前投票者数

投票者数に占める

期日前投票者の割合

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｂ）/（Ａ） （Ｃ）/（Ｂ）
投票者数に占める

期日前投票者の割合

投票者数に占める

期日前投票者の割合

知事 29,306,190 13,986,257 3,753,150 47.7% 26.8% 47.1% 22.5% 0.6% 4.3%

議員 63,841,981 28,102,203 7,739,836 44.0% 27.5% 45.1% 22.3% △ 1.0% 5.3%

長 6,632,715 3,373,129 814,569 50.9% 24.1% 51.6% 19.6% △ 0.7% 4.5%

議員 19,364,621 8,380,099 2,180,069 43.3% 26.0% 44.3% 22.2% △ 1.0% 3.8%

長 10,262,825 4,744,189 1,213,591 46.2% 25.6% 48.3% 21.0% △ 2.1% 4.6%

議員 37,353,313 16,830,526 4,504,487 45.1% 26.8% 47.6% 21.7% △ 2.6% 5.0%

長 585,710 382,059 117,885 65.2% 30.9% 69.1% 25.5% △ 3.8% 5.3%

議員 2,787,591 1,664,288 491,077 59.7% 29.5% 64.3% 24.9% △ 4.6% 4.6%

増減

投票率

指定都市

市区

町村

投票率

（参考）前回
当日有権者数 投票者数 投票率

都道府県

○投票率は、都道府県知事の選挙を除き、統一地方選挙が始まった昭和22年以降、最も低い。

※ 下線は、投票率が昭和22年以降最も低いもの 出典：総務省選挙部
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都道府県議会議員 市区議会議員 町村議会議員

出典：全国都道府県議会議長会「全国都道府県議会議員職業別調」（平成27年7月1日現在）
全国市議会議長会「市議会議員の属性に関する調」（令和元年7月1日現在）
全国町村議会議長会「第64回町村議会実態調査の概要」（平成30年7月1日現在）

注：都道府県のうち、福島県、群馬県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、
和歌山県、大分県は除かれている。

地方議会議員の概況①（職業別）
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○ 男女の比率

○ 年齢別の状況

出典：総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調」（平成30年12月31日現在）

出典：全国都道府県議会議長会「都道府県議会提要」（平成27年7月1日現在）
全国市議会議長会「市議会議員の属性に関する調」（令和元年7月1日現在）
全国町村議会議長会「第64回町村議会実態調査結果の概要」（平成30年7月1日現在）
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地方議会議員の概況②（性別、年齢別）
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（各年12月31日現在）出所：総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調」等より作成
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○ 議会は、合議制の住民代表機関として、地域の多様な民意を集約し、団体意思を決定
するという独任制の長にはない存在意義があるのではないか。

○ 今後、人口減少・高齢化は全国的に進行するが、人口構造の変化に伴う変化・課題の
現れ方は地域ごとに異なるため、顕在化する課題に対し、地域ごとに適切な対応を講じて
いくことが求められるのではないか。

○ また、ライフコースや価値観の変化・多様化によって住民ニーズが多様化・複雑化するこ
となどに伴い、住民間の利害を調整する機能がより求められるのではないか。

○ このような状況の下、限られた資源を巡る分断を生じさせることなく、広い見地から個々
の住民の利害や立場の違いを包摂する地域社会のあり方を議論することが、議会の役割
としてより重要になるのではないか。

○ 各議会においては、地域における変化・課題を見通し、資源制約の下、地域の未来像に
ついて住民の共通理解を醸成することが求められるのではないか。

○ その際、住民にとって納得感のある合意形成を進めていくために、議会はより多様な層
の住民から選出された議員によって構成されていることが望まれるのではないか。

１ 人口減少社会における議会の役割
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○ 近年、地方議会議員選挙における投票率の低下や無投票当選の増加の傾向が強まっ
ている。小規模団体においては、無投票当選とともに、選挙における定数割れが生じるな
ど、議員のなり手不足への対応が課題となっている。

○ 住民に身近であるべき地方公共団体の議会において、住民の十分な理解と関心が得ら
れず、議員のなり手不足が生じている状況は、地方自治・住民自治の根幹に関わる深刻
な問題ではないか。

○ 議会の議員の構成は、住民の構成と比較して女性や60歳未満の割合が極めて低い状
況が続いており、女性議員がいない議会や議員の平均年齢が高い議会において無投票
当選となる割合が高くなる傾向もみられる。女性割合や年齢構成の面で多様性を欠いて
いることが、自らの属性とは異なると考える住民の立候補をしにくくさせて、議員のなり手
不足の原因の一つになっている面があるのではないか。

２ 投票率の低下、無投票当選の増加
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【参考】国政選挙における年代別投票率の推移

出典：総務省HP>
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地方議会活性化シンポジウム2020

パネルディスカッション レジュメ

中崎 和久 氏
岩手県葛巻町議会議長
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☆ 人 口 5,940人（2,706世帯）R2.4/1現在

☆ 面 積 434.96k㎡（うち森林 86％）
☆ 平均気温 8.8℃
☆ 農業産出額 約50億円
☆ 基幹産業 酪農と林業
☆ 特 徴 クリーンエネルギーの推進

北緯40度ミルクとワインとクリーンエネルギーの町 くずまき

葛
巻
町
役
場

旧上外川
分校

袖山高原
牧場
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北緯40度ミルクとワインとクリーンエネルギーの町 くずまき

 酪 農（ミルク）『東北一の酪農郷』
☆ 明治25年 ホルスタイン種導入（導入128年）
☆ 昭和50年代 大規模牧場開発事業（北上山系開発事業）
☆ 現 在 乳牛飼育頭数及び牛乳生産量が東北第一位

・飼育頭数 8,443頭
・牛乳生産量 約90㌧/日

 林 業（ワイン）
☆ 森林面積 36,335ha（国有林:1,068ha 民有林:35,267ha）
☆ 森林構成 針葉樹 18,822ha

広葉樹 16,445ha
☆ 日本一の炭づくりの産地
☆ カラマツ集成材（建築用材）
☆ 山ぶどうを使ったワイン作り

 クリーンエネルギー
☆ 風力・太陽光・バイオマス等
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クリーンエネルギーの取り組み ー風力発電ー

 エコ・ワールドくずまき風力発電所（H11.6稼働）

・出 力：1,200kW（400kW×3基）
・発 電 量：約200万kWh/年
・総事業費：344,042千円（NEDO：1/2）
・備 考：第３セクター（町出資：25％）

 グリーンパワーくずまき風力発電所（H15.12稼働）

・出 力：21,000kW（1,750kW×12基）
・発 電 量：約5,400万kWh/年
・総事業費：約47億円（NEDO：1/3）
・備 考：電源開発株式会社100％出資

ポイント

☆ 山間高冷地での風車の稼働を実現
・酪農の土台にクリーンエネルギー

⇒酪農振興のために整備された道路・送電線・風況データを利用

☆ 自然・環境との共生
・希少な猛禽類や山野草、蝶類の生息
⇒１基あたりの出力増、本数減、風車間の距離を空ける
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クリーンエネルギーの取り組み ー畜ふんバイオマスー

 畜ふんバイオガスプラント
・稼働年月：平成15年６月
・出 力：電気 37kW

熱回収量 4.3万kcal
・発 電 量：約5万kWh/年
・備 考：家畜排泄物の適正処理の過程で

発生するメタンガスを有効利用

酪農郷としての責任

☆ 堆肥散布時の悪臭を防止（固液分離＆メタン発酵）

☆ 温室効果ガス（メタン）の抑制（抽出したメタンガスで発電）

☆ 消化液＝液肥効果（粗飼料自給率の向上）

☆ 散布地とのバランス（消化液を浄化処理すれば河川放流も可能）

☆ 電気と熱の利用（プラント内で自家消費）

☆ 酪農の新たな魅力（地球温暖化防止＆乳製品の高付加価値化）
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 森林面積の概況
☆ 林野面積：36,791ha

国有林 757ha
民有林 36,034ha

 森林構成・利用状況
☆ 針葉樹 18,822ha

カラマツ 7,658ha・・・用材、集成材、杭、パルプ
アカマツ 9,520ha・・・町外利用、パルプ
スギ 1,203ha・・・町外利用、チップ、用材
その他 441ha

☆ 広葉樹 17,212ha・・・チップ、ホダ木、炭（燃料）

 伐採量（推定）
☆ 素材生産 12,000㎥/年

主伐 10,000㎥/年
間伐 2,000㎥/年

☆ 切り捨て間伐 6,500㎥/年

クリーンエネルギーの取り組み ー木質バイオマスー
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エネルギー自給のまちづくり ー地域資源の利活用ー

 エネルギーの地産地消による副収入と雇用機会
☆ 木質バイオマスの活用による雇用の創出
☆ 新エネルギー設備の工事やメンテナンス

 エネルギーの自立と災害に強い町づくり

☆ 系統連系からの自立
☆ バックアップ・蓄電池の整備

 設備転換と将来の費用削減

☆ 小規模分散化による熱電併給
☆ 個人住宅の設備転換

 都市と農村の機能分担･連携

☆ 都市:経済
☆ 農村:食糧・環境・エネルギー
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小・中学生とのふるさと懇談会 ～町の未来を語る～
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かりゆし議会 ～沖縄県姉妹町村の絆～
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地方議会活性化シンポジウム2020

パネルディスカッション レジュメ

古川 綾 氏
福島県磐梯町議会議員
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介
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感
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（
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業
者
に

2
0
万
円
を
支
給
。

1
5
事
業
所
見
込
み
。

3
0

0
万
円

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

普
及
推
進
事
業

会
津
若
松
市
で
取
り
組
ん
で
い
る
地
域
通
貨
「
白
虎
」
を
磐
梯
町
で
も
使
え
る
よ
う
に

シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
。

3
6

0
万
円

特
産
品
等
購
買

支
援
事
業

町
の
魅
力
、
名
産
品
、
宿
泊
施
設
な
ど
を
発
信
し
、
特
産
品
を
販
売
す
る
サ
イ
ト
を

構
築
。

5
0

0
万
円

古
川
あ
や
後
援
会

住
所
：
大
谷
落
合
4
21
3
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
0
9
0
-
8
05
5-5
173

メ
ー
ル
：
aya@

b
an
d
aifarm

.co
m

取
り
上
げ
て
ほ
し
い
こ
と
、
お
困
り
ご
と
、
ご
意
見
、
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
ね
！

ま
だ
ま
だ
あ
る
！

町
の
今
後
の
発
展
に
向
け
て
の
事
業

産
業
に
関
わ
る
事
業

観
光
・
企
業
誘
致
に
関
わ
る
事
業

コ
ロ
ナ
で
影
響
を
受
け
て

い
る
飲
食
・宿
泊
・小
売

が
取
引
相
手
の
卸
売
業

や
建
設
業
へ
も
支
援
の

範
囲
が
広
が
り
ま
し
た
。

若
松
市
民
が
磐
梯
町
で
買

い
物
す
る
き
っ
か
け
に
も

な
り
そ
う
で
す
ね
。

地
域
の
魅
力

磨
き
上
げ
事
業

文
化
資
源
、
古
民
家
、
寺
等
を
観
光
資
源
と
し
て
一
層
活
用
す
べ
く
、

A
R
（
ス
マ
ホ
や

iP
ad
の
カ
メ
ラ
で
映
す
と
説
明
や
画
像
が
見
え
る
仕
組
み
）
や
、
多
言
語
説
明
の
開

発
・
発
信
を
す
る
。

5
0

0
万
円

磐
梯
町
駅
舎

活
用
事
業

W
ifi環

境
整
備
、
展
示
用
パ
ネ
ル
、
空
気
清
浄
機
な
ど
を
設
置
。
ま
た
、
地
域
お
こ
し

協
力
隊
に
先
進
的
な
駅
で
研
修
し
て
も
ら
い
、
磐
梯
駅
舎
の
活
用
を
担
っ
て
も
ら
う
。

1
0

0
万
円

企
業
人
材

採
用
サ
ポ
ー
ト
事
業

町
内
に
企
業
を
誘
致
す
る
た
め
、
都
市
部
の
企
業
に
対
し
て
視
察
補
助
や
説
明
会

を
行
う
。

3
0
万
円
×

1
0
社
、
委
託
料

1
0

0
万
円

4
0

0
万
円

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の

開
設
等
支
援
事
業

都
市
部
の
事
業
者
や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
方
が
旧
七
ツ
森
セ
ン
タ
ー
（
現

Livin
g 

A
n

yw
h

ere）
を
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
整
備
。
除
雪
機
や
照
明

LED
、
キ
ッ
チ
ン
を
整
え
る
。

2
5

0
万
円

【編
集
後
記
】
7月
30
日
に
交
流
館
で
「磐
梯
名
水
乾

杯
条
例
の
制
定
を
目
指
す
集
い
」を
行
い
ま
し
た
。
お
酒

だ
け
で
な
く
、
名
水
か
ら
作
ら
れ
る
甘
酒
、
リ
ン
ゴ
ジ
ュ
ー

ス
、
ト
マ
ト
ジ
ュ
ー
ス
、
牛
乳
な
ど
で
乾
杯
し
よ
う
と
い
う
条

例
に
な
り
ま
す
。
磐
梯
町
の
飲
料
関
係
の
事
業
者
さ
ん
、

飲
食
・宿
泊
関
係
の
方
と
議
員
が
一
堂
に
会
し
、
名
水

を
テ
ー
マ
に
P
R
か
ら
環
境
保
全
ま
で
想
い
を
語
り
合
い
、

ス
テ
キ
な
交
流
の
場
に
な
り
ま
し
た
。

「磐
梯
名
水
乾
杯
条
例
」は
9
月
の
議
会
で
議
員
提
案

さ
れ
る
予
定
で
す
。

ARのイメージ

今
回
、
町
の
職
員
の
み
な

さ
ん
が
事
業
を
考
え
、
予
算

を
超
え
る
案
が
出
て
、
吟
味

を
重
ね
て
事
業
が
決
定
し
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
の
実
施
も
が

ん
ば
り
ど
こ
ろ
。
み
ん
な
で
支

え
て
乗
り
切
り
、
町
の
発
展

に
向
け
て
ご
協
力
お
願
い
し

ま
す
！

こ
れ
が
可
決
さ
れ
れ
ば
、

な
ん
と
磐
梯
町
初
！

“議
員
立
法
”と
な
り
ま

す
。
こ
ん
な
時
期
だ
か

ら
、
力
を
合
わ
せ
て
町

を
元
気
に
し
て
い
き
た

い
で
す
ね
！

県
の
婚
活
サ
イ
ト
も

町
補
助
の
対
象
！

「
は
ぴ
福
な
び
」っ
て
、
ご
存
じ
で
す
か
？
福
島
県
が
設
置
し
た

セ
ン
タ
ー
が
提
供
す
る
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
結
婚
の
お
相
手
を
紹
介

す
る
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
オ
ン
ラ

イ
ン
で
紹
介
し
て
も
ら
え
る
の
は
あ
り
が
た
い
で
す
よ
ね
。
登
録
に

は
1万
円
が
か
か
り
ま
す
が
、
町
の
補
助
金
を
申
請
で
き
ま
す
。

つ
ま
り
タ
ダ
！
年
会
費
や
紹
介
料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
婚
活

に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
☆

詳
細
は
こ
ち
ら
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磐梯町議会の
デジタル化の取り組み

福島県磐梯町議会 古川綾
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磐梯町はどこ？！

立地 会津地方、磐梯山のふもと
人口 ３,４１１人（１,２００世帯）

磐梯町
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喜多方市

会津若松市

猪苗代町

北塩原村

猪苗代湖

磐梯山

檜原湖

磐梯町

JR磐越西線

星野リゾート
アルツ磐梯

SIGMA
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磐梯町議会の概要
定数：10名

2011年6月選挙 2015年6月選挙 2019年6月選挙
町長 町長 町長
男性 61 男性 65 男性 57

議員 議員 議員
男性 59 女性 37 女性 37
男性 55 男性 53 男性 67
男性 59 男性 63 男性 61
男性 66 男性 72 男性 70
男性 59 男性 66 女性 41
男性 60 男性 63 男性 63
男性 68 男性 70 男性 67
男性 68 男性 64 男性 46
男性 63 男性 59 男性 63
男性 61 男性 59 男性 76
平均 61.8 平均 60.6 平均 59.1

町政以来
初の女性議員

星野リゾート
の元支配人

星野リゾート
の元支配人

-1.2歳 -1.5歳

議会の動画の中継
録画配信なし

議事録のHP掲載も
なし

委員会は非公開

議員全員協議会も
非公開

3期目 4期目
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地方の課題の解決にはデジタル化が不可欠
先進的自治体となり企業や人材を呼び込む

CDO（Chief Digital Officer）
最高デジタル責任者 菅原直敏氏
一般社団法人Publitech 代表理事
神奈川県議会議員

デジタル化導入の理由

2019年11月1日

人口減少、少子高齢化、鳥獣被害、耕作放棄地
スーパー閉店、地域交通、厳しい財政

全国初！
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議会のデジタル化に向けた動き
2019年10月11日 議会全議員協議会にてDXについて勉強会を開催
2020年3月5日 議会全員協議会においてオンライン会議シス

テムを活用して「デジタル変革戦略室」につ
いて説明を実施

2020年4月27日 地方議会のオンライン開催についての取り組み開始
2020年5月11日 第1回磐梯町議会デジタル変革検討委員会を開催
2020年5月15日 第2回磐梯町議会デジタル変革検討委員会を開催
2020年5月26日 磐梯町議会のオンライン開催等に向けた提言書を

議会で承認
2020年6月9日 6月定例会においてオンライン常任委員会開催
2020年6月29日 第3回磐梯町議会デジタル変革検討委員会を開催
2020年7月31日 第4回磐梯町議会デジタル変革検討委員会を開催
2020年9月4日 第5回磐梯町議会デジタル変革検討委員会を開催
2020年9月14日 9月定例会においてオンライン常任委員会開催

全国初！
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議会のデジタル化の状況と課題
【活用状況】
議員全員にタブレット貸与（庁舎内のみ、持ち帰り不可）
企業から期間限定で無償レンタル中、期間終了後は地方創生臨時交付金事業で整備予定。
その後は持ち帰りも可能となる予定。

クラウド本棚（ペーパーレス文書共有システム）とZoomを活用
クラウド本棚のシステム利用料は、町職員全員利用の条件で3年間無償

【よかったこと】
本会議中にタブレットを使用できる
3つの部屋をつないで関係者全員で委員会が実施できる

【課題】
全員同条件、足並みをそろえなければならない、紙の資料も配布しておりペーパーレスになっていない
やはり聞こえにくい、マスクをかけているとなおさら
維持費がかかる（年間でWifi約120万円、庁舎外での通信費約100万円、タブレット保守料）
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議会のデジタル化の今後と将来
【今後、予定していること】
委員会については、会議規則を変更して正式にオンラインで行えるようにする
本会議については、地方自治法を変えてもらうように国に意見書を出す
地方自治法が変わらない限り、議場にいないと「出席」とみなされない、
オンラインでの発言が許されない、試験的な運用もできない。

【実現したい未来】
多様な人が、多様な形で議会に参加し、よりよい自治体を目指し効率よく行動できる
仕事しながら、育児しながら、介護しながら議員⇒議員のなり手不足解消
庁舎外勤務の職員・関係者のオンライン参加⇒職員の時間の有効活用
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磐梯町からのお願い
ご清聴ありがとうございました。
お話を聞いて頂いたのも何かのご縁ですので、もしよろしかったら以下にご協力ください。

①町の取り組みをシェアしてください。
今回のお話も踏まえ、みなさんの持っているSNSやブログ等で磐梯町のDXの取り組みを取り上げてく
ださい。
肯定的であっても、否定的であっても構いません。より多くの方々に取り組みを知って頂くことで、
町の認知度向上と自分たちの振り返りに繋げていきたい思います。

②町の交流人口になってください。
磐梯町では、交流・関係人口の拡充をうたっています。
オンラインのフェイスブックグループがありますので、この機会に是非交流人口になって頂けたらと
思います。

③ご来訪をお待ちしております。
今回はオンラインでの対応でしたが、是非現地に遊びにお越しください。

DX戦略室ページ

磐梯町FBグループ

ふるさと納税ページ磐梯町マスコットキャラクター
ロボばんじぃ
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地方議会活性化シンポジウム2020

パネルディスカッション レジュメ

吉田 栄光 氏
福島県議会議員
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地方議会活性化シンポジウム２０２０
パネルディスカッション資料

令和2年11月20日

福島県議会議員 吉田栄光
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新型コロナウイルス感染症に伴い実施した
福島県議会の主な対応

【参考】東日本大震災(H23.3.11発災)

時の福島県議会の主な対応

議
会
運
営

臨時会開催
・緊急に対応すべき補正予算審議のため、５月
連休中に臨時会を開催

（発災直後）

・２月定例会の会期を２日間短縮（総括審査
会を中止）し、３月14日に閉会

・議場が使用不能となったため、正庁で本会
議を開催

・執行部出席者の人数を限定

・登庁できない議員は欠席の取扱い

・作業服での本会議出席可

（平成23年5月臨時会）

・臨時会の開催 平成23年5月18日～19日

・「東日本大震災復旧復興対策特別委員会
（正副議長を除く全議員で構成）」の設置

開催場所

・臨時会では議席を１席ずつ空けて着席し、傍
聴席を議席として使用
・６月定例会以降は、議員の半数は議席を１席
ずつ空けて議場着席、半数は別室で議会中継
を視聴
・常任委員会・特別委員会は、３密とならない
広めの会場を使用して実施

執行部出席者
・本会議、委員会とも執行部の出席者人数を限
定

感染防止
対策

・登庁前に検温し、発熱や咳等の症状の場合は
登庁自粛、欠席届出
・マスク着用、手指消毒
・議場演壇に飛沫感染防止のアクリル衝立設置
・傍聴席の人数制限

県内外調査の
見直し

・県外調査中止、県内調査延期

執行部への
照会・要望対応

・各会派や各議員において、県内各団体や県民
の要望等を聴取
・議員からの執行部への照会・要望窓口を議会
事務局に一本化
・執行部からの回答を取りまとめて、各会派を
通して議員に情報共有

・議会災害対策本部を設置し、
各議員は、地元地域の被災者支援など
災害対策活動を実施
各議員から執行部への照会・要望の窓
口を対策本部に一本化
各会派等は地元要望を取りまとめ、議
長に報告し、議長は県等への要望事項を
取りまとめ

情報提供
・県感染症対策本部の資料をはじめ、新規性・
重要性のある情報等を各会派を通して議員に
情報提供

・県災害対策本部に議長が出席し、本部会議
の資料は全議員に提供

新型コロナウイルス感染症に対する福島県議会の対応状況

経験を
踏まえた
対応

柔軟で機動
的な議会運
営

住民要望の
把握

執行部との
連携
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（参考）新型コロナウイルス感染症に対する都道府県議会の対応状況について

入室者の手指
のアルコール
等による消毒

マスク着用 換気の実施
出席説明者
（執行部職員
等）の縮小

座席間隔を空
ける（委員会
等）

都道府県数 44 40 39 35 21

割合 93.6% 85.1% 83.0% 74.5% 44.7%

１ 本会議・委員会・協議・調整の場における感染防止対策（主なもの）

３ その他

委員会や議員派遣、政務活
動等による県外調査の自粛

議会独自の対策本部
等の設置

都道府県数 36 14

割合 76.6% 29.8%

２ 議会傍聴者への対応（主なもの）

入室者の手指
のアルコール
等による消毒

マスク着用
発熱時等の傍
聴自粛要請

傍聴の自粛要
請

座席間隔を空
ける（傍聴
席）

都道府県数 40 25 22 17 15

割合 85.1% 53.2% 46.8% 36.2% 31.9%

※ 全国都道府県議会議長会事務
局調（令和２年１０月１５日
現在 （議会独自の対策本部
等の設置は令和２年９月２４
日現在） ）
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都道府県議会制度研究会報告書 (令和２年３月30日)

設置経緯

〇平成31（2019）年の統一地方選挙の前後において、地方議会については、投票率の低下を始め、議会に関
する住民の理解・関心の低下、小規模議会における議員のなり手不足、加えて都道府県議会議員、町村議会
議員選挙においては、無投票当選者の増加という問題が表出。

〇上記のような最近の地方議会を巡る問題の状況等を踏まえた検討を行うため、全国都道府県議会議長会が令
和元年５月16日「都道府県議会制度研究会」（座長：中邨章・明治大学名誉教授）を設置。

報告書の概要

① 議長に議会招集権を付与する【法改正事項】
② 議会を議員と知事の討議の場とする
③ 再議制度を見直す【法改正事項】
④ 予算修正権の制約を見直す【法改正事項】
⑤ 専決処分の対象を見直す【法改正事項】
⑥ 地方議会の位置付け、権限を地方自治法において明確化

する【法改正事項】
⑦ 議会の調査研究・政策立案を支援できる人材を養成する
⑧ 執行機関の職員を議会・議員に対しても補佐させる体制

とする
⑨ 議会の調査研究・政策立案機能を支援するような機構

（シンクタンク）を設置する
⑩ 図書室を有効に活用する
⑪ 広報紙や議会報告会等は議会としての実績を発信する
⑫ 住民の関心と都道府県行政の課題を結び付ける等により、

議会として住民とのつながりを構築する
⑬ 議会・議員に対する住民への理解を得るため、教育の場

等を通し、議会・議員の役割等を説明する

〇「都道府県議会制度研究会」が令和２年３月30日、23の提言事項からなる報告書を全国都道府県議会議長
会に提出。

⑭ 災害に備え、議会・議員としての役割を業務継続計画
（ＢＣＰ）等に定めておくとともに、議決事件に地域防
災計画等を追加する

⑮ 地方議会議員の位置付け、職務等を地方自治法において
明確化する【法改正事項】

⑯ 地方議会議員が厚生年金制度に加入する【法改正事項】
⑰ 会派の活動内容をできる限り公開する
⑱ 市と市の合区が弾力的にできるようにする【法改正事

項】
⑲ 立候補に至るまでの手続をわかりやすくする
⑳ 立候補に伴う企業等による休暇を保障する制度等を整備

する【法改正事項】
㉑ 供託金の金額を見直す【法改正事項】
㉒ 女性が立候補しやすく、議員となった後も活動しやすい

環境を整備する
㉓ 議員活動を支える研修を整備する
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今後の地方議会・議員のあり方に関する決議の概要(令和2年7月14日)

提言事項（ は法改正事項）（令和２年３月30日）

⑥ 地方議会の位置付け、権限を地方自治法において明確化する
⑮ 地方議会議員の位置付け、職務等を地方自治法において明確化する
⑯ 地方議会議員が厚生年金制度に加入する

① 議長に議会招集権を付与する
④ 予算修正権の制約を見直す

⑤ 専決処分の対象を見直す
③ 再議制度を見直す
㉒ 女性が立候補しやすく、議員となった後も活動しやすい環境を整備する

⑭ 災害に備え、議会・議員としての役割を業務継続計画（ＢＣＰ）等に定
めておくとともに、議決事件に地域防災計画等を追加する

⑫ 住民の関心と都道府県行政の課題を結び付ける等により、議会として住民
とのつながりを構築する

⑱ 市と市の合区が弾力的にできるようにする
⑳ 立候補に伴う企業等による休暇を保障する制度等を整備する
㉑ 供託金の金額を見直す
⑲ 立候補に至るまでの手続をわかりやすくする

⑦ 議会の調査研究・政策立案を支援できる人材を養成する
⑨ 議会の調査研究・政策立案機能を支援するような機構（シンクタンク）を
設置する

㉒ 女性が立候補しやすく、議員となった後も活動しやすい環境を整備する
（再掲）

㉓ 議員活動を支える研修を整備する

○法

１ 議会・議員のあり方
⑴ 議会の位置付け、権限を明確化すること
⑵ 議員の位置付け、職務等を明確化すること
⑶ 厚生年金への議員の加入のための法整備を行うこと

２ 議会審議のあり方等
⑴ 議長に議会招集権を付与すること
⑵ 予算修正権の制約を見直すこと
⑶ 契約の締結、財産の取得・処分の議決対象の基準を条例に委任すること
⑷ 専決処分の対象を見直すこと
⑸ 再議制度を見直すこと
⑹ 本会議及び委員会をオンライン会議により開催できるようにするとともに、議
会のＩＣＴ化への取組を支援すること

⑺ 災害時における議会と執行機関との連携のあり方に関する計画策定等の
支援を行うこと

⑻ 地方自治法第100条の２の依頼対象者に一般の住民が含まれることを明
確化すること

⑼ 国の政策立案に意見書を積極的に活用し、活用結果を公表すること

３ 立候補環境の改善
⑴ 市と市の合区が弾力的にできるようにすること
⑵ 立候補に伴う企業等による休暇を保障する制度を整備すること
⑶ 供託金の金額を見直すこと
⑷ 立候補に至るまでの手続を分かりやすく示した資料を作成し、公開すること

４ 議会・議員活動への支援等
⑴ 議会に調査研究・政策立案を支援及び法務に精通する人材を確保できる
ようにするとともに、シンクタンクの設置を支援すること

⑵ 両親ともに育児休業をする場合の特例を議員にも適用すること

⑶ 議員活動を支えるための全国レベルの研修を支援・整備すること

決議（令和２年７月14日）

H26.6.2 「地方制度調査会における重点検討項目について」
○ 契約の締結、財産の取得・処分の議決対象の基準を条例に委任すること

H22.1.21「議会機能の充実強化を求める緊急要請」
○ 議会意思を確実に国政等に反映させるため、議会が議決した意見書に対
する関係行政庁等の誠実回答を義務付けること

○法
○法

○法

○法
○法

○法
○法

○法
○法

○法

○法
○法

○法

○法
○法

○法
○法

○法

○法
○法

○法

○法

② 議会を議員と知事の討議の場とする
⑧ 執行機関の職員を議会・議員に対しても補佐させる体制とする
⑪ 広報紙や議会報告会等は議会としての実績を発信する
⑬ 議会・議員に対する住民への理解を得るため、教育の場等を通し、議会・
議員の役割等を説明する

⑰ 会派の活動内容をできる限り公開する

過去の要請・要望各
議
会
、
会
派
、
議
員
が

取
り
組
む
事
項

○法
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議会が継続する必要性

○ 「住民ニーズや地域課題が多様化・複雑化する一方、経営資源が制約される中にあって、
広い見地から個々の住民の利害や立場の違いを包摂する地域社会のあり方を議論する議会
の役割がより重要になる。」（第32次地方制度調査会答申）

○ 災害時やコロナ禍のような非常時において、執行機関の施策が適切に実施され、効果が
十分に発揮されるには、住民が置かれている様々な状況を把握し、それを踏まえて議論し、
意思決定する議会の役割が重要となる。

○ 議会は、役割を果たすために、継続して活動する必要がある。

（第32次地方制度調査会第2回専門小委員会資料3から引用）

（参考）
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議員提案条例（行政関係） 議員定数

都道府県議会における議員提案条例（行政関係）と
議員定数の比較

（全国都道府県議会議長会調）

議員定数は減少
（経営資源の制約を反映）

議員提案条例は増加
（住民ニーズ等の多様化・複雑化を反映）

（件） （人）
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今後の地方議会・議員のあり方に関する決議①(令和2年7月14日)

２ 議会審議のあり方等

⑹ 本会議及び委員会をオンライン会議により開催できるようにするとともに、
議会のＩＣＴ化への取組を支援すること【地方自治法改正事項含む】

⑺ 災害時における議会と執行機関との連携のあり方に関する計画策定等の支援を行うこと

○ 新型コロナウイルス感染症や近年全国各地で頻発する大規模災害（地震、豪雨等）を巡る情勢、女性議員の出産・育児と議会活
動の両立が求められている状況等に鑑み、迅速かつ柔軟な本会議及び委員会のあり方が求められている。

○ オンライン会議により開催できるよう具体的に検討していくことが必要である。

２ 議会審議のあり方等

○ 議員は、執行機関よりも地域や住民に接触する機会が多く、特に災害時においては、地域の現地情報、住民からの要望等をいち
早く把握することが可能

○ 災害時には、議会と執行機関が連携して対応する必要がある。

＜議会のICT化（デジタル化）の必要性＞

＜議会と執行機関の連携の必要性＞

（決議２⑹）

（決議２⑺）

80



今後の地方議会・議員のあり方に関する決議② (令和２年７月14日)

⑴ 議会の位置付け、権限を明確化すること【地方自治法改正事項】

１ 議会の位置付け、議員の職務等

条文案
〔議会の設置〕

第八十九条 普通地方公共団体に、議会制民主政治における意思決定機関として、住民を代表する選挙された議員をもつて組織さ
れる議会を置く。
〔議会の権限〕

第九十五条の二 普通地方公共団体の議会は、次条※に規定する議決により当該普通地方公共団体の事務の方針を決定し、並びに
その管理及び執行を監視する。※ 第96条を指す。

〇議会を団体意思決定機関として位置付けるととともに、議会機能を明確化するため、議会の権限を規定する必要がある。

＜現行制度＞ 地方自治法
第八十九条 普通地方公共団体に議会を置く。

⑵ 議員の位置付け、職務等を明確化すること【地方自治法改正事項】

〇議員は閉会中も住民からの要望聴取、地域の課題の調査等の活動を行っている。
〇議員の職務や責任を明確化し、議員活動に対する住民の理解を促進する必要がある。

条文案
〔議員の職務等〕

第八十九条の二 普通地方公共団体の議会の議員は、常に、当該普通地方公共団体の住民の意思を適切に把握し、及び当該普通
地方公共団体の事務に関する調査研究その他の活動等を行うとともに、その有する識見を活用し、自らの判断と責任において、議会の
審議に参加しなければならない。

② 普通地方公共団体の議会の議員は、議会制民主政治におけるその職務の重要性を認識し、その識見の向上に努め、全力を挙げて
その職務を行わなければならない。

③ 普通地方公共団体の議会の議員は、他の職務に従事する場合において、議員の職務を行つたことを理由として、解雇その他の不利
益な取扱いを受けない。

＜参考＞ 日本国憲法
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 略

〇地方議会については、「議会を置く」と規定するのみ（第96条以下は、議決事件等を規定するのみ。）。

＜議会の位置付け等の明確化の必要性＞

（決議１⑴・⑵）
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今後の地方議会・議員のあり方に関する決議③(令和2年7月14日)

⑵ 両親ともに育児休業をする場合の特例を議員にも適用すること【育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律改正事項】

４ 議会・議員活動への支援等

＜多様な人材の参画の必要性＞

⑴ 市と市の合区が弾力的にできるようにすること【公職選挙法改正事項】

３ 立候補環境の改善

⑵ 立候補に伴う企業等による休暇を保障する制度を整備すること【公職選挙法改正事項】

⑶ 供託金の金額を見直すこと【公職選挙法改正事項】

⑷ 立候補に至るまでの手続を分かりやすく示した資料を作成し、公開すること

⑴ 議会に調査研究・政策立案を支援及び法務に精通する人材を確保できるようにするとともに、シンクタンク
の設置を支援すること

⑶ 議員活動を支えるための全国レベルの研修を支援・整備すること

○ 民間企業に勤務する人々が議員に立候補するに際して、職場において不利益な取り扱いがされないよう、制度を整備すること。

○ 立候補しやすい環境整備を行う観点から、金額を見直すこと。

○ 選挙に立候補する手順や準備等を分かりやすく示した資料を作成し、ウェブサイトにより公開すること。

⑺ 厚生年金への議員の加入のための法整備を行うこと【地方公務員等共済組合法及び厚生年金保険法改正事項】

１ 議会・議員のあり方

○ 今後議員になりたいと考える女性や若者を後押しするためにも、厚生年金への議員の加入のための法整備を行うこと。

（決議１⑺）

（決議３⑴～⑷）

（決議４⑴～⑶）
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